
 

 

桶川市公共下水道事業会計 

業務状況説明書 

 

令 和 ４ 年 度 

下半期 

（１０月～３月） 

 



 

 

１．事業の概要 

 

（１）総括事項 

公共下水道は、健康で快適な生活環境の確保と公共用水域の水質保全

など広範な機能を有する基幹的な施設のひとつであり、この整備に当た

っては市政の大きな柱として、昭和４８年以来積極的に取り組んできて

おります。一部供用開始から４２年を経過し、整備面積も拡大されてき

ており、令和４年度末の汚水整備面積は８１７．４５ｈａとなりました。 

令和５年度の主な事業は、汚水管渠工事（Ｌ＝２００．０ｍ）を進め、

各ポンプ場設備の更新工事を行うとともに、既存の公共下水道施設の保

守・運転管理の実施を予定しております。 

 

（２）業務量 

自 令和 ４年 ４月 １日 

至 令和 ５年 ３月３１日 

 

 

 

区 分 

項 目 
当 期 状 況 前年同期状況 

前 年 同 期 と の 比 較 

増 減 比 率 

行政区域内人口 

（人） 
74,632 74,691 △59 △0.08％  

処理区域内人口 

（人） 
61,770 61,474 296 0.48％  

水 洗 化 人 口 

（人） 
59,126 58,579 547 0.93％  

普 及 率 

（％） 
82.8 82.3  0.5％  

水 洗 化 率 

（％） 
95.7 95.3  0.4％  

汚 水 処 理 水 量 

（㎥） 
7,290,274 7,330,897 △40,623 △0.55％  

一 日 平 均 汚 水 

処理水量（㎥） 
19,973 20,085 △112 △0.55％  

有 収 水 量 

（㎥） 
5,893,819 5,909,924 △16,105 △0.27％  

有 収 率 

（％） 
80.8 80.6  0.2％  



２．経理の状況

　　　収益的収入及び支出
収入 （単位：円、税込み）

科　　目 予　算　現　額 執　行　済　額 執　行　率
下水道事業収益 1,657,924,000 1,668,872,238 100.66%
　営業収益 677,521,000 682,871,440 100.79%
　営業外収益 980,403,000 986,000,798 100.57%

支出 （単位：円、税込み）

科　　目 予　算　現　額 執　行　済　額 執　行　率
下水道事業費用 1,657,924,000 1,644,663,246 99.20%
　営業費用 1,560,951,000 1,550,038,960 99.30%
　営業外費用 95,973,000 94,624,286 98.59%
　予備費 1,000,000 0 0.00%

　　　資本的収入及び支出
収入 （単位：円、税込み）

科　　目 予　算　現　額 執　行　済　額 執　行　率
資本的収入 601,682,000 528,935,503 87.91%
　企業債 263,600,000 200,800,000 76.18%
　負担金等 198,855,000 193,829,310 97.47%
　補助金 134,227,000 134,306,193 100.06%
　長期貸付金償還金 5,000,000 0 0.00%

支出 （単位：円、税込み）

科　　目 予　算　現　額 執　行　済　額 執　行　率
資本的支出 796,152,000 723,547,250 90.88%
　建設改良費 333,274,000 265,770,415 79.75%
　企業債償還金 457,778,000 457,776,835 99.99%
　長期貸付金 5,000,000 0 0.00%
　その他資本的支出 100,000 0 0.00%



３．予算の概要及び事業の経営方針 

 

令和５年度桶川市公共下水道事業会計予算 

 

 （総則） 

第１条 令和５年度桶川市公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

 (1) 処理区域内人口                     ６８，５００人 

 (2) 年間処理水量                  １１，４６１，０００ｍ3 

 (3) 一日平均処理水量                    ３１，４００ｍ3 

 (4) 主要な建設改良事業 

  イ 管路建設改良費                 ２０８，４１９ 千円 

  ロ ポンプ場建設改良費                ７８，８６１ 千円 

  ハ 荒川左岸北部流域下水道建設負担金        ２１３，０７６ 千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

                 収   入 

 第１款 下水道事業収益              １，６３６，９７１ 千円 

  第１項  営業収益                 ６７５，８４６ 千円 

  第２項  営業外収益                ９６１，１２５ 千円 

 

 



 

 

                 支   出 

 第１款 下水道事業費用              １，６３６，９７１ 千円 

  第１項 営業費用                １，５５０，７００ 千円 

  第２項 営業外費用                  ８５，１７１ 千円 

  第３項 予備費                     １，１００ 千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 

１８３，９５７千円は、減債積立金１８，７０８千円及び当年度分損益勘定留保資金１６５，２４９千円で補 

填するものとする｡)。 

                 収   入 

 第１款 資本的収入                  ７４８，９７９ 千円 

  第１項 企業債                   ４５３，５００ 千円 

  第２項 負担金等                  １７８，０４０ 千円 

  第３項 補助金                   １１３，４３９ 千円 

  第４項 長期貸付金償還金                ４，０００ 千円 

                 支   出 

 第１款 資本的支出                  ９３２，９３６ 千円 

  第１項 建設改良費                 ５００，３５６ 千円 

第２項 固定資産購入費                 １，３８４ 千円 

第３項 企業債償還金                ４２７，０９６ 千円 

  第４項 長期貸付金                   ４，０００ 千円 



  第５項 その他資本的支出                  １００ 千円 

 

 （債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

事項 期間 限度額 

桶川市水洗便所改造資金融資あつせん規則に

基づき、融資あつせんを受けた者が銀行等から

借り受けた資金に対する損失補償 

令和５年度から完済の年度まで 元金及び利子に対する損失補償額 

（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

公共下水道事

業 

千円 

 

240,500  
普通貸借 

又は 

証券発行 

5.0％以内（ただし、利率見直し方

式で借り入れる政府資金及び地方

公共団体金融機構資金について、利

率の見直しを行った後においては、

当該見直し後の利率） 

政府資金については、その融通条件によ

り、銀行その他の場合はその債権者と協

定した融通条件による。ただし、市財政

の都合により据置期間を短縮し、又は繰

上償還若しくは低利に借り換えることが

できる。 

荒川左岸北部

流域下水道事

業 

213,000 同上 同上 同上 

計 453,500    

 

 



 

 

 （一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、３００，０００千円と定める。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1)営業費用と営業外費用 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費

の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

 (1) 職員給与費                     ８４，３５９千円 

 （他会計からの補助金） 

第１０条 営業経費、建設改良費及び企業債元金償還等に充てるため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、 

１７３，１１６千円である。 

 


